
➊工事情報看板（任意）

掲示根拠
▶法定根拠なし

掲示場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶A３サイズ以上
▶発注者名、工期、受注者名を記載する

➋建設業許可票

掲示根拠
▶建設業法第40条
▶建設業法施行規則第25条

掲示場所
▶工事現場の公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶縦25㎝ × 横35㎝ 以上

➌労災保険関係成立票

掲示根拠
▶労働者災害補償保険法施行規則第49条
▶労働者保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条

掲示場所
▶事業場の見やすい場所

寸法規定等
▶縦25㎝ × 横35㎝ 以上
▶地色：白 文字：黒

➍施工体系図

掲示根拠
▶建設業法第24条の8第4項
▶公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条

掲示場所
▶工事関係者に見やすい場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶規定なし

工事現場に掲示が必要な標識類

●●●●●●●●●●●●工事

工 期：令和●年●月●日から令和●年●月●日まで

発注者：那須塩原市 市長 ●● ●●

受注者：●●会社 ●●建設
代表取締役 ●● ●●

監理

主任

技術者の氏
名

専任の
有　無

資　格　名
資格者証
交付番号

建　設　業　の　許　可　票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

許 可 年 月 日 令和　　年　　月　　日

一 般 建 設 業 又 は
特 定 建 設 業 の 別

許可を受けた建設業

許 可 番 号 　　　　許可（　　－　　）第　　　　　号

保険関係成立年月
日

労 働 保 険 番 号

自 　　　　年　　月　　日

至 　　　　年　　月　　日

事業主の住所氏名

注 文 者 の 氏 名

事業主代理人の氏
名

那須塩原市長　○○　○○

事 業 の 期 間

労 災 保 険 関 係 成 立 票

　　　　年　　月　　日

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

担 当 工 事 内 容

元 方 安 全 衛 生 管 理 者 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

担 当 工 事 内 容

統 括 安 全 衛 生 責 任 者

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安全衛生責任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

一般 / 特定の別

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会社名・事業者
ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安全衛生責任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

一般 / 特定の別

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会社名・事業者
ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

一般 / 特定の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安全衛生責任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

会 社 名・ 事業 者 ID

副    会    長

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会社名・事業者
ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

会          長

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期

専 門 技 術 者 名
特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

許 可 番 号 許 可 番 号

監 理 技 術 者 補 佐 名 一般 / 特定の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

監 督 員 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

監 理 技 術 者 名
主 任 技 術 者 名

元 請 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会社名・事業者
ID

工
事

会 社 名・ 事業 者 ID

許 可 番 号 許 可 番 号

専 門 技 術 者 名 安全衛生責任者

様式第１号（共通）

施工体系図

発 注 者 名

工期
　自　　　　　　　年　    　　 　　月　　  　  　 　日

　至　　　　　　　年　     　　　　月　　　　 　    日工 事 名 称

25㎝以上

35㎝以上

25㎝以上

35㎝以上

1

令和５年４月１日時点

TEL XXXX-XX-XXXX



➎下請負人に対する通知

掲示根拠
▶建設業法施行規則第14条の3

掲示場所
▶工事現場の見やすい場所

寸法規定等
▶規定なし

➏建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識

掲示根拠
▶公共工事の入札及び適正化を図るための措置
に関する指針第2措置5(5)ハ

掲示場所
▶工事現場の見やすい場所

寸法規定等
▶規定なし

➐緊急時連絡票

掲示根拠
▶労働安全衛生規則第642条の3

掲示場所
▶工事現場の見やすい場所

寸法規定等
▶規定なし

➑作業主任者選任表示板

掲示根拠
▶労働安全衛生規則第18条

掲示場所
▶作業場の見やすい場所

寸法規定等
▶規定なし

工事現場に掲示が必要な標識類

下請負人となった皆様へ
　
　この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事

を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設

業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４

第１項に規定する再下請負通知書を提出してください。

　一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月

日を付記して同様の書類の提出をしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設㈱

緊 急 時 連 絡 表

発
注
者

那須塩原市長　○○　○○

請負代金　金○○，○○○，○○○円

工期　令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日

那須塩原市役所　○○○○課　０２８７－○○－○○○○

○○電力㈱ 電
気

労
基
署

大田原労働基準監督署

○○－○○○○ ○○－○○○○

○○○○ 電
話

警
察

那須塩原警察署

○○－○○○○ ○○－○○○○

那須塩原市役所  管理課 水
道

消
防

○○消防署

○○－○○○○ ○○－○○○○

○○ガス㈱ ガ
ス

病
院

○○病院

○○－○○○○ ○○－○○○○

○○○○ 〇
〇

〇
〇

○○○○

○○－○○○○ ○○－○○○○

氏 名 電 話 氏 名 電 話

○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○ ○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○

○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○ ○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○

○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○ ○○　○○ ○○○－○○○〇－○○○○

現場代理人
○○ ○○

地山の掘削

土留め支保工

作業主任者一覧表

氏　　名作　業　区　分

足場の組立て等

型枠・支保工組立て等

１．作業方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接
指揮し、

作業状況を監視する。

２．安全帯保護帽等安全用具の使用状況の監視、点検
をする。

３．材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、
不良品

を取り除くこと。

４．各主任者持ち場内の作業状況と作業環境を的確に
把握し、

労働者の事故防止に努める。

作業主任者の職

2

令和５年４月１日時点



➒産業廃棄物保管場所の掲示

掲示根拠
▶廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第8条及び第8条の13

掲示場所
▶保管場所の見やすい場所

寸法規定等
▶縦60㎝ × 横60㎝ 以上

➓石綿を使用した建築物の解体及び事前調査結果のお知らせ（届出対象）

掲示根拠
▶大気汚染防止法第18条の15第５項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の4第2項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の10
▶石綿障害予防規則第3条第6項

掲示場所
▶労働者にみやすい場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶A3サイズ以上

⓫石綿を使用した建築物の解体及び事前調査結果のお知らせ（届出不要）

掲示根拠
▶大気汚染防止法第18条の15第５項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の4第2項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の10
▶石綿障害予防規則第3条第6項

掲示場所
▶労働者にみやすい場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶A3サイズ以上

⓬石綿を使用した建築物の解体及び事前調査結果のお知らせ（石綿の使用なし）

掲示根拠
▶大気汚染防止法第18条の15第５項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の4第2項
▶大気汚染防止法施行規則第16条の10
▶石綿障害予防規則第3条第6項

掲示場所
▶労働者にみやすい場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶A3サイズ以上

工事現場に掲示が必要な標識類

令和　　年　　月　　日 発注者又は自主施工者

令和　　年　　月　　日 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日 住所

～ 令和　　年　　月　　日

～ 令和　　年　　月　　日

元請業者(工事の施工者かつ調査者)

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

住所

現場責任者氏名：

連絡場所   TEL：

調査を行った者(分析等の実施者)

氏名又は名称及び住所
事前調査・試料採取を実施した者

分析を実施した者

その他事項
使用する資材及びその種類

その他の石綿（特定粉じん）の
排出又は飛散の抑制方法

　調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、
　以下の判断根拠を表す
　　①目視　②設計図書　③分析　④材料製造者による証明
　　⑤材料の製造年月日

備考：その他の条例等の届出年月日

石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方
法

除去　・　囲い込み　・　封じ込め　・　その他

集
じ
ん
・
排

気
装
置

機種・型式・設置数

排気能力（㎡/min）

使用するフィルタの種類及びその集じ

ん効果(％)

　　　を石綿作業主任者に選任しています。

【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照

【調査箇所】

           調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）

【石綿含有あり】

【調査方法】　  書面調査  　　目視(現地)調査　  　　分析調査

届出年月日 　都・道・府・県 　　　市・区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査終了年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看板表示日

解体等工事期間 令和　　年　　月　　日

石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 令和　　年　　月　　日

調査方法の概要（調査箇所）

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、「石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告」労働安全衛生法第88条第3項（労働安全衛生規則第90条第五号の二）の
規定による計画の届出、 大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っています。石綿障害予防規則第3条第8項、大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規
則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について次のとおり、お知らせします。

　事業場の名称：

届出先及び 労働基準監督署

発注者又は自主施工者

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

～ 令和　　年　　月　　日 住所

～ 令和　　年　　月　　日

元請業者(工事の施工者かつ調査者)

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

住所

現場責任者氏名：

連絡場所   TEL：

調査を行った者(分析等の実施者)

氏名又は名称及び住所

事前調査・試料採取を実施した者

分析を実施した者

その他事項

石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方
法

除去　　　　・　　　　その他

特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法

使用する資材及びその種類 　調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、
　以下の判断根拠を表す
　　①目視　②設計図書　③分析　④材料製造者による証明
　　⑤材料の製造年月日

備考：その他の条例等の届出年月日

　　　　を石綿作業主任者に選任しています。

【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照

調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）

【石綿含有あり】

看板表示日 令和　　年　　月　　日

解体等工事期間 令和　　年　　月　　日

石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 令和　　年　　月　　日

調査方法の概要（調査箇所）

【調査方法】　  書面調査  　　　目視(現地)調査　 　 　分析調査

【調査箇所】

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っています。石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の
15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について次のとおり、お知らせします。

　事業場の名称：

調査終了年月日 令和　　年　　月　　日

～ 令和　　年　　月　　日

住所

連絡場所　TEL：

氏名又は名称及び住所

事前調査・試料採取を実施した者

分析を実施した者

その他事項

【調査箇所】

調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）

　　　　　　　　　　　　　　　　看板表示日 令和　　年　　月　　日

調査方法の概要（調査箇所）

　　　　　　　　　　　　　　　解体等工事期間 令和　　年　　月　　日

調査を行った者(分析等の実施者)

　調査結果の概要に示す｢石綿含有なし｣に記載された〇数字は、
　以下の判断根拠を表す
　　①目視　②設計図書　③分析　④材料製造者による証明
　　⑤材料の製造年月日

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っています。労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、条例
等に基づく調査結果をお知らせします。

　事業場の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　調査終了年月日 令和　　年　　月　　日 元請業者(解体工事の施工者かつ調査者)

現場責任者氏名：

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

【調査方法】　  書面調査  　　目視(現地)調査　  　 分析調査

保 管 す る
産 業 廃 棄 物の 種類

保 管 高 さ の 上 限

保 管 期 間

管 理 者 氏 名

連 絡 先

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）保管場所

保 管 数 量 の 上 限

60㎝以上

60㎝以上

3

令和５年４月１日時点



⓭建築基準法による確認表示板（対象工事のみ）

掲示根拠
▶建築基準法第89条第1項
▶建築基準施行規則第11条

掲示場所
▶工事現場の見やすい場所

寸法規定等
▶縦25㎝ × 横35㎝ 以上

⓮解体工事業者登録票（解体工事の場合）

掲示根拠
▶建設業法第40条
▶建設リサイクル法第33条

掲示場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶縦25㎝ × 横35㎝ 以上

工事現場に掲示が必要な標識類

工事現場管理者氏名

建 築 確 認 に 係 る
そ の 他 の 事 項

設 計 者 氏 名

工事監 理者氏名

工事施 工者氏名

建築基準法による確認済

確認年 月日番号

確認済 証交付者

建 築 主 又 は
築 造 主 氏 名

25㎝以上

35㎝以上

登 録 番 号 栃木県知事（登－○○）第○○号

登 録 年 月 日 令和○○年○○月○○日

技術管理者の氏名

解 体 工 事 業 者 登 録 票

商号、名称又は氏名

法 人 で あ る 場 合 の
代 表 者 の 氏 名

25㎝以上

35㎝以上

4

令和５年４月１日時点

※本市における「土木工事現場における表示施設等の設置基準」及び「道路工事保安施設
設置基準」の取扱いについては、平成19年2月26日那須塩原市事務連絡の別添資料のと
おり、準用することとする。

⓯再利用資源利用（促進）計画（一定規模以上の工事に該当の場合）

掲示根拠
▶平成３年建設省令第１９号
▶平成３年建設省令第２０号

掲示場所
▶公衆に見やすい場所

寸法規定等
▶なし


